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(57)【要約】　      （修正有）【課題】店舗で商品販売 
履歴に問題が発生したときに、速やかに警告対象の行為 
に関連する情報を得る防犯管理システム及び防犯管理方 
法を提供する。
【解決手段】防犯管理システム１００は、識別情報を有 
する商品の通過を検出する防犯ゲート２１と、防犯ゲー 
ト２１の上方に設置されたカメラ３と、カメラ３により 
撮像された画像を録画する画像記憶部４と、防犯ゲート 
２１を通過した商品の処理状態が不正な状態のとき、警 
告信号を送信する警告送信部２１１と、警告信号を受信 
したとき、画像記憶部４に録画された画像の中から、警 
告信号の発信時から第一の所定時間を遡った時点から、 
警告信号の発信時から第二の所定時間を経過した時点ま 
での設定範囲についての抽出画像データを抽出する抽出 
部を有する電子計算機２２と、を有する。
【選択図】図１

審査請求　未請求　請求項の数　7　　ＯＬ　（全17頁）　最終頁に続く
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト と 、
前 記 防 犯 ゲ ー ト の 上 方 に 設 置 さ れ た カ メ ラ と 、
前 記 カ メ ラ に よ り 撮 像 さ れ た 画 像 を 録 画 す る 画 像 記 憶 部 と 、
前 記 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 前 記 商 品 の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 警 告 信 号 を 送 信 す る  
警 告 送 信 部 と 、
前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 前 記 画 像 記 憶 部 に 録 画 さ れ た 画 像 の 中 か ら 、 前 記 警 告 信 号  
の 発 信 時 （ ｔ ０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た 時 点 か ら 、 前 記 警 告 信 号 の 発 信 時  
か ら 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範 囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を  
抽 出 す る 抽 出 部 と 、
を 有 す る 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 カ メ ラ が 、 全 方 位 カ メ ラ で あ り 、
前 記 全 方 位 カ メ ラ を 床 か ら の 高 さ が １ ８ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ｍ ｍ に な る 位 置 に 配 置 す る 、 前 記  
防 犯 ゲ ー ト に 取 り 付 け ら れ た 連 結 部 材 を 有 す る 請 求 項 １ に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 警 告 信 号 の 発 信 時 の 前 記 防 犯 ゲ ー ト の 画 像 か ら 、 顔 認 証 お よ び ／ ま た は 服 装 認 証 を 用  
い て 、 前 記 防 犯 ゲ ー ト の 周 囲 の 通 過 者 を 特 定 す る 特 定 部 と 、
前 記 抽 出 画 像 デ ー タ に お け る 、 前 記 特 定 部 で 特 定 さ れ た 前 記 通 過 者 を 検 索 し て 、 前 記 通 過  
者 の 連 続 す る 画 像 で あ る 行 動 履 歴 デ ー タ を 作 成 す る 履 歴 作 成 部 と 、
を 有 す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 特 定 部 で 特 定 さ れ た 前 記 通 過 者 を 登 録 す る 登 録 部 と 、
前 記 通 過 者 が 、 前 記 登 録 部 と 接 続 さ れ た 防 犯 ゲ ー ト を 再 度 通 過 し た と き 、 前 記 通 過 者 が 通  
過 し た こ と の 警 告 を 行 う 再 警 告 部 と を 有 す る 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 防 犯 ゲ ー ト の 撮 影 画 像 に 基 づ い て 、 前 記 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 す る 前 記 通 過 者 を 検 知 す る  
動 体 検 知 部 を 有 し 、
前 記 警 告 信 号 の 受 信 に 加 え 、 前 記 動 体 検 知 部 が 、 前 記 通 過 者 の 通 過 を 検 知 し た と き に 、 前  
記 抽 出 部 が 、 前 記 設 定 範 囲 に つ い て の 前 記 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す る も の で あ る 、 請 求 項  
１ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 警 報 を 通 知 す る 警 報 手 段 を 有 す る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ  
か に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト の 上 方 に 設 置 さ れ た カ メ ラ に よ り 撮 像  
さ れ た 画 像 を 画 像 記 憶 部 に 録 画 す る 工 程 と 、
前 記 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 前 記 商 品 の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 警 告 信 号 を 送 信 す る  
警 告 す る 工 程 と 、
前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 前 記 画 像 記 憶 部 に 録 画 さ れ た 画 像 の 中 か ら 、 前 記 警 告 信 号  
の 発 信 時 （ ｔ ０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た 時 点 か ら 、 前 記 警 告 信 号 の 発 信 時  
か ら 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範 囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を  
抽 出 す る 工 程 と 、
を 有 す る 防 犯 管 理 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 防 犯 管 理 シ ス テ ム お よ び 防 犯 管 理 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
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【 ０ ０ ０ ２ 】
商 品 の 管 理 や 盗 難 防 止 の た め に 防 犯 カ メ ラ や 防 犯 ゲ ー ト な ど が 普 及 し て い る 。 防 犯 カ メ ラ  
の 普 及 や 機 能 向 上 に 伴 い 、 毎 日 ２ ４ 時 間 連 続 な ど の 連 続 し て 長 時 間 記 憶 す る 高 画 質 の カ メ  
ラ が 多 数 配 置 さ れ て い る 場 合 も あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
特 許 文 献 １ は 、 商 品 管 理 シ ス テ ム を 開 示 す る も の で あ る 。 こ の 商 品 管 理 シ ス テ ム は 、 次 の  
よ う な も の で あ る 。 商 品 情 報 を 格 納 し た Ｉ Ｃ タ グ を 取 り 付 け て 商 品 を 管 理 す る 。 商 品 陳 列  
棚 か ら 商 品 を 取 り 出 す と 、 こ れ に 連 動 し て 撮 影 装 置 は 陳 列 棚 の 近 傍 の 画 像 を 撮 影 し て 記 録  
す る 。 こ れ に は 、 取 り 出 し た 人 物 の 画 像 が 含 ま れ る 。 防 犯 ゲ ー ト は 商 品 の Ｉ Ｃ タ グ を 読 み  
取 り 、 代 金 未 払 い で 通 過 す る と 警 報 を 発 す る 。 同 時 に 、 撮 影 し た 人 物 画 像 を 再 生 し 犯 人 を  
特 定 す る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
特 許 文 献 ２ は 、 全 方 位 撮 像 部 は 周 囲 ３ ６ ０ 度 の 景 観 を 撮 像 し 全 方 位 画 像 を 得 、 情 報 記 憶 部  
は 全 方 位 画 像 を 記 憶 し 、 画 像 圧 縮 部 は 全 方 位 画 像 を 圧 縮 し 、 送 受 信 部 は 全 方 位 画 像 を 送 受  
信 部 に 送 信 す る 。 送 受 信 部 は 全 方 位 画 像 を 受 信 し 、 情 報 記 憶 部 は 全 方 位 画 像 を 記 憶 し 、 画  
像 伸 張 部 は 全 方 位 画 像 を 伸 張 し 、 画 像 変 換 部 は 全 方 位 画 像 の 上 の 扇 形 の 画 像 を 矩 形 画 像 に  
変 換 し 、 表 示 部 は 矩 形 画 像 を 表 示 す る 全 方 位 撮 像 画 像 伝 送 シ ス テ ム を 開 示 し て い る 。
【 先 行 技 術 文 献 】
【 特 許 文 献 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ５ － ２ ０ １ ６ ３ ７ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 １ １ － ２ ０ ５ ７ ７ ２ 号 公 報
【 発 明 の 概 要 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
防 犯 カ メ ラ の 高 度 化 に 伴 い 、 高 画 質 で 大 量 の 画 像 が 連 続 し て 長 時 間 録 画 さ れ る よ う に な っ  
て い る 。 ま た 、 こ の よ う な 防 犯 カ メ ラ 等 は 、 入 手 し や す く 、 採 用 し や す く な っ て い る こ と  
か ら も 様 々 な 場 所 に 設 置 さ れ る よ う に な っ て い る 。 し か し な が ら 、 防 犯 カ メ ラ を 設 置 し て  
い て も 、 盗 難 な ど の 問 題 が 発 生 す る ま で 、 防 犯 カ メ ラ の 利 用 者 は ほ と ん ど そ の 画 像 を 編 集  
す る こ と は な く 、 操 作 に も 慣 れ て い な い 。 ま た 、 問 題 が 発 生 し て も 、 大 量 に 録 画 さ れ た 情  
報 の 中 か ら 、 録 画 さ れ た 画 像 を 巻 き 戻 し て 再 生 し 、 不 審 な 者 や 不 審 な 行 為 な ど を 抽 出 し よ  
う と し て も 、 画 像 が 多 す ぎ る こ と か ら 、 速 や か な 編 集 が で き な か っ た 。
係 る 状 況 下 、 本 発 明 は 盗 難 な ど の 問 題 が 発 生 し た と き な ど に 、 速 や か に 警 告 対 象 の 行 為 に  
関 連 す る 情 報 を 得 る こ と が で き る 防 犯 管 理 シ ス テ ム や 防 犯 管 理 方 法 に 関 す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 者 は 、 上 記 課 題 を 解 決 す べ く 鋭 意 研 究 を 重 ね た 結 果 、 下 記 の 発 明 が 上 記 目 的 に 合 致  
す る こ と を 見 出 し 、 本 発 明 に 至 っ た 。 す な わ ち 、 本 発 明 は 、 以 下 の 発 明 に 係 る も の で あ る  
。
【 ０ ０ ０ ８ 】
＜ １ ＞   識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト と 、
前 記 防 犯 ゲ ー ト の 上 方 に 設 置 さ れ た カ メ ラ と 、
前 記 カ メ ラ に よ り 撮 像 さ れ た 画 像 を 録 画 す る 画 像 記 憶 部 と 、
前 記 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 前 記 商 品 の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 警 告 信 号 を 送 信 す る  
警 告 送 信 部 と 、
前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 前 記 画 像 記 憶 部 に 録 画 さ れ た 画 像 の 中 か ら 、 前 記 警 告 信 号  
の 発 信 時 （ ｔ ０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た 時 点 か ら 、 前 記 警 告 信 号 の 発 信 時  
か ら 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範 囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を  
抽 出 す る 抽 出 部 と 、
を 有 す る 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
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＜ ２ ＞   前 記 カ メ ラ が 、 全 方 位 カ メ ラ で あ り 、
前 記 全 方 位 カ メ ラ を 床 か ら の 高 さ が １ ８ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ｍ ｍ に な る 位 置 に 配 置 す る 、 前 記  
防 犯 ゲ ー ト に 取 り 付 け ら れ た 連 結 部 材 を 有 す る 前 記 ＜ １ ＞ に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
＜ ３ ＞   前 記 警 告 信 号 の 発 信 時 の 前 記 防 犯 ゲ ー ト の 画 像 か ら 、 顔 認 証 お よ び ／ ま た は 服 装  
認 証 を 用 い て 、 前 記 防 犯 ゲ ー ト の 周 囲 の 通 過 者 を 特 定 す る 特 定 部 と 、
前 記 抽 出 画 像 デ ー タ に お け る 、 前 記 特 定 部 で 特 定 さ れ た 前 記 通 過 者 を 検 索 し て 、 前 記 通 過  
者 の 連 続 す る 画 像 で あ る 行 動 履 歴 デ ー タ を 作 成 す る 履 歴 作 成 部 と 、
を 有 す る 前 記 ＜ １ ＞ ま た は ＜ ２ ＞ に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
＜ ４ ＞   前 記 特 定 部 で 特 定 さ れ た 前 記 通 過 者 を 登 録 す る 登 録 部 と 、
前 記 通 過 者 が 、 前 記 登 録 部 と 接 続 さ れ た 防 犯 ゲ ー ト を 再 度 通 過 し た と き 、 前 記 通 過 者 が 通  
過 し た こ と の 警 告 を 行 う 再 警 告 部 と を 有 す る 、 前 記 ＜ ３ ＞ に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
＜ ５ ＞   前 記 防 犯 ゲ ー ト の 撮 影 画 像 に 基 づ い て 、 前 記 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 す る 前 記 通 過 者 を  
検 知 す る 動 体 検 知 部 を 有 し 、
前 記 警 告 信 号 の 受 信 に 加 え 、 前 記 動 体 検 知 部 が 、 前 記 通 過 者 の 通 過 を 検 知 し た と き に 、 前  
記 抽 出 部 が 、 前 記 設 定 範 囲 に つ い て の 前 記 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す る も の で あ る 、 前 記 ＜  
１ ＞ ～ ＜ ４ ＞ の い ず れ か に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
＜ ６ ＞   前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 警 報 を 通 知 す る 警 報 手 段 を 有 す る 、 前 記 ＜ １ ＞ ～  
＜ ５ ＞ の い ず れ か に 記 載 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム 。
＜ ７ ＞   識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト の 上 方 に 設 置 さ れ た カ メ ラ に  
よ り 撮 像 さ れ た 画 像 を 画 像 記 憶 部 に 録 画 す る 工 程 と 、
前 記 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 前 記 商 品 の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 警 告 信 号 を 送 信 す る  
警 告 す る 工 程 と 、
前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 前 記 画 像 記 憶 部 に 録 画 さ れ た 画 像 の 中 か ら 、 前 記 警 告 信 号  
の 発 信 時 （ ｔ ０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た 時 点 か ら 、 前 記 警 告 信 号 の 発 信 時  
か ら 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範 囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を  
抽 出 す る 工 程 と 、
を 有 す る 防 犯 管 理 方 法 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 に よ れ ば 、 問 題 が 発 生 し た と き に 、 速 や か に 警 告 対 象 の 行 為 に 関 連 す る 情 報 を 得 る  
こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 実 施 形 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 実 施 形 態 に か か る 詳 し い 構 成 を 説 明 す る た め の  
図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム に お け る 抽 出 画 像 デ ー タ の 作 成 を 説 明 す る た め の  
図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に 用 い る 全 方 位 カ メ ラ に よ る 像 と そ の 像 に 基 づ く 各 位 置 の 画 像 の 加 工 例 を  
示 す 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー の 他 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 発 明 に 用 い る 全 方 位 カ メ ラ に よ る 像 と そ の 像 に 基 づ く 各 位 置 の 画 像 の 加 工 例 を 示  
す 図 で あ り 、 警 告 前 の 画 像 で あ る 。
【 図 ８ 】 発 明 に 用 い る 全 方 位 カ メ ラ に よ る 像 と そ の 像 に 基 づ く 各 位 置 の 画 像 の 加 工 例 を 示  
す 図 で あ り 、 警 告 時 の 画 像 で あ る 。
【 図 ９ 】 発 明 に 用 い る 全 方 位 カ メ ラ に よ る 像 と そ の 像 に 基 づ く 各 位 置 の 画 像 の 加 工 例 を 示  
す 図 で あ り 、 警 告 後 の 画 像 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 他 の 実 施 形 態 に か か る 詳 し い 構 成 を 説 明 す る  
た め の 図 で あ る 。
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【 図 １ １ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー の 他 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 実 施 形 態 に か か る 詳 し い 構 成 を 説 明 す る た め  
の 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 全 方 位 カ メ ラ に よ る 像 に 基 づ く 画 像 の 加 工 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 高 さ を 調 整 し た 全 方 位 カ メ ラ に よ る 像 に 基 づ く 画 像 の 加 工 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 他 の 実 施 形 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 他 の 実 施 形 態 に か か る 詳 し い 構 成 を 説 明 す る  
た め の 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー の 他 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】
【 ０ ０ １ １ 】
以 下 に 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 詳 細 に 説 明 す る が 、 以 下 に 記 載 す る 構 成 要 件 の 説 明 は 、 本 発  
明 の 実 施 態 様 の 一 例 （ 代 表 例 ） で あ り 、 本 発 明 は そ の 要 旨 を 変 更 し な い 限 り 、 以 下 の 内 容  
に 限 定 さ れ な い 。 な お 、 本 明 細 書 に お い て 「 ～ 」 と い う 表 現 を 用 い る 場 合 、 そ の 前 後 の 数  
値 を 含 む 表 現 と し て 用 い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
［ 本 発 明 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム ］
本 発 明 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム は 、 識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト と 、 前  
記 防 犯 ゲ ー ト の 上 方 に 設 置 さ れ た カ メ ラ と 、 前 記 カ メ ラ に よ り 撮 像 さ れ た 画 像 を 録 画 す る  
画 像 記 憶 部 と 、 前 記 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 前 記 商 品 の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 警 告  
信 号 を 送 信 す る 警 告 送 信 部 と 、 前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 前 記 画 像 記 憶 部 に 録 画 さ れ  
た 画 像 の 中 か ら 、 前 記 警 告 信 号 の 発 信 時 （ ｔ ０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た 時  
点 か ら 、 前 記 警 告 信 号 の 発 信 時 か ら 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範  
囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す る 抽 出 部 と 、 を 有 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 発 明 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム に よ れ ば 、 警 告 信 号 が 生 じ る よ う な 問 題 が 発 生 し た と き に 、 速  
や か に 警 告 対 象 の 行 為 に 関 連 す る 情 報 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
［ 本 発 明 の 防 犯 管 理 方 法 ］
本 発 明 の 防 犯 管 理 方 法 は 、 識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト の 上 方 に 設  
置 さ れ た カ メ ラ に よ り 撮 像 さ れ た 画 像 を 画 像 記 憶 部 に 録 画 す る 工 程 と 、 前 記 防 犯 ゲ ー ト を  
通 過 し た 前 記 商 品 の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 警 告 信 号 を 送 信 す る 警 告 す る 工 程 と 、  
前 記 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 前 記 画 像 記 憶 部 に 録 画 さ れ た 画 像 の 中 か ら 、 前 記 警 告 信 号  
の 発 信 時 （ ｔ ０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た 時 点 か ら 、 前 記 警 告 信 号 の 発 信 時  
か ら 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範 囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を  
抽 出 す る 工 程 と 、 を 有 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
本 発 明 の 防 犯 管 理 方 法 に よ れ ば 、 警 告 信 号 が 生 じ る よ う な 問 題 が 発 生 し た と き に 、 速 や か  
に 警 告 対 象 の 行 為 に 関 連 す る 情 報 を 得 る こ と が で き る 。 な お 、 本 願 に お い て 本 発 明 の 防 犯  
管 理 方 法 は 、 本 発 明 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム に よ っ て 行 う こ と も で き 、 本 願 に お い て そ れ ぞ れ  
に 対 応 す る 構 成 は 相 互 に 利 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
［ 防 犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ １ ］
図 １ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 実 施 形 態 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 防 犯 管 理 シ ス  
テ ム １ ０ ０ は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ と 、 カ メ ラ ３ と 、 警 告 送 信 部 ２ １ １ と 、 電 子 計 算 機 ２ ２ と  
、 画 像 記 憶 部 ４ を 有 す る 。 図 ２ は 、 電 子 計 算 機 ２ ２ の よ り 詳 し い 構 成 を 説 明 す る た め の 図  
で あ る 。 電 子 計 算 機 ２ ２ は 、 警 告 送 信 部 ２ １ １ か ら 送 信 さ れ た 警 告 を 受 信 す る 受 信 部 ２ ２  
０ と 、 記 憶 部 ２ ２ ６ と 、 抽 出 部 ２ ２ ２ を 有 す る 制 御 部 ２ ２ １ を 有 し 、 モ ニ タ ー ２ ３ （ 図 １  
参 照 ） に 表 示 す る 画 像 や デ ー タ な ど を 出 力 す る 出 力 部 ２ ２ ５ を 有 す る 。 防 犯 管 理 シ ス テ ム  
１ ０ ０ は 、 店 舗 の 販 売 室 １ １ と 、 販 売 室 １ １ の 情 報 を 監 視 す る 監 視 室 １ ２ と に そ れ ぞ れ の  
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構 成 が 配 置 さ れ て い る 。 な お 、 図 １ で は 販 売 室 １ １ と 監 視 室 １ ２ を 別 室 と し て 説 明 す る が  
、 こ れ ら は 同 室 に 配 置 す る 一 体 の 装 置 と し て も よ い 。 ま た は 、 監 視 室 １ ２ は 中 央 監 視 セ ン  
タ ー の よ う に 販 売 室 １ １ と は 離 隔 し た 場 所 な ど で 適 宜 集 約 し て 監 視 す る も の と し て も よ い  
。
【 ０ ０ １ ７ 】
［ 防 犯 ゲ ー ト ２ １ １ ］
販 売 室 １ １ は 、 商 品 を 販 売 す る 場 で あ り 、 商 品 棚 ７ に 配 置 さ れ た 商 品 を レ ジ ス タ ー ５ で 購  
入 処 理 等 を 行 う 。 販 売 室 １ １ は 、 識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト ２ １  
が 設 置 さ れ て い る 。 防 犯 ゲ ー ト ２ １ は 、 磁 気 式 防 犯 ゲ ー ト や 電 波 式 防 犯 ゲ ー ト な ど を 用 い  
る こ と が で き る 。 防 犯 ゲ ー ト ２ １ を 通 過 す る と き 、 商 品 の 識 別 情 報 が 適 切 な 条 件 で レ ジ ス  
タ ー ５ に よ り 処 理 さ れ て い な い も の が 通 過 し た 場 合 、 異 常 を 探 知 す る 。 そ し て 、 警 告 送 信  
部 ２ １ １ は 、 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た そ の 商 品 の レ ジ ス タ ー ５ で の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の  
と き 、 す な わ ち 異 常 を 探 知 し た と き 、 警 告 信 号 を 送 信 す る 。 警 告 信 号 は 、 有 線 や 無 線 で 、  
警 告 送 信 部 ２ １ １ か ら 、 監 視 室 １ ２ の 電 子 計 算 機 ２ ２ や 、 警 報 手 段 ２ ４ な ど に 送 信 さ れ る  
。
【 ０ ０ １ ８ 】
［ カ メ ラ ３ ］
カ メ ラ ３ は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ を 通 過 す る 者 な ど 、 防 犯 ゲ ー ト 周 辺 の 画 像 を 撮 像 す る カ メ ラ  
で あ る 。 カ メ ラ ３ は 、 広 角 の 魚 眼 レ ン ズ を 用 い て 広 範 な 範 囲 を 撮 像 す る 全 方 位 カ メ ラ と し  
て も よ い 。 カ メ ラ ３ は 、 天 井 な ど に 設 置 し て 、 店 舗 内 の 床 方 向 を ３ ６ ０ 度 撮 像 す る よ う に  
配 置 す る こ と が 好 ま し い 。 カ メ ラ ３ は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ を 通 過 す る 者 の 顔 を 撮 影 す る こ と  
が で き る よ う に 防 犯 ゲ ー ト ２ １ の 上 方 に 配 置 す る こ と が 好 ま し い 。 カ メ ラ ３ で 撮 像 し た 画  
像 は 、 画 像 記 憶 部 ４ に 有 線 や 無 線 で 送 信 さ れ 連 続 的 に 記 憶 さ れ る 。 こ の カ メ ラ ３ の 設 置 さ  
れ る 上 方 と は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ を 通 過 者 が 通 過 す る と き 、 そ の 通 過 者 の 顔 を 撮 影 し や す い  
高 さ で あ る 。 例 え ば 、 高 さ が 高 い 防 犯 ゲ ー ト ２ １ で あ れ ば 防 犯 ゲ ー ト ２ １ 自 体 の 上 部 に 取  
り 付 け て も よ い 。 ま た は 、 図 １ の 例 の よ う に 防 犯 ゲ ー ト ２ １ の 上 方 の 販 売 室 １ １ の 天 井 や  
、 カ メ ラ ３ を 取 り 付 け る た め の 設 備 を 設 け て も よ い 。 ま た 、 カ メ ラ ３ の 死 角 と な る 場 所 な  
ど は 、 別 に 他 の カ メ ラ ６ を 設 置 し て 撮 像 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
［ 警 報 手 段 ２ ４ ］
警 報 手 段 ２ ４ は 、 警 告 送 信 部 ２ １ １ か ら 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 警 報 を 通 知 す る 。 警 報  
手 段 ２ ４ は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ の 上 部 に 取 り 付 け ら れ て 、 点 滅 す る こ と で 異 常 を 通 知 す る 。  
警 報 手 段 は 、 適 宜 、 点 灯 や 点 滅 す る 視 覚 的 に 警 報 を 通 知 す る も の や 、 警 笛 な ど の 音 で 警 報  
を 通 知 す る も の な ど を 採 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
監 視 室 １ ２ は 、 カ メ ラ ３ で 撮 像 し た 画 像 を 確 認 し た り 、 警 告 信 号 に 対 応 す る 情 報 処 理 を 行  
う た め の 場 で あ る 。 監 視 室 １ ２ に は 、 電 子 計 算 機 ２ ２ や モ ニ タ ー ２ ３ が 設 置 さ れ て い る 。  
ま た 、 画 像 記 憶 部 ４ や モ ニ タ ー ４ １ が 設 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
［ 電 子 計 算 機 ２ ２ ］
図 ２ は 、 電 子 計 算 機 ２ ２ の 構 成 を よ り 詳 し く 説 明 す る た め 図 で あ る 。 電 子 計 算 機 ２ ２ は 、  
警 告 送 信 部 ２ １ １ か ら 送 信 さ れ た 警 告 信 号 な ど を 受 信 す る 受 信 部 ２ ２ ０ と 、 受 信 し た 信 号  
な ど に 対 応 し た 制 御 を 行 う 制 御 部 ２ ２ １ と 、 制 御 部 ２ ２ １ に よ り 行 っ た 処 理 情 報 を 出 力 す  
る 出 力 部 ２ ２ ５ と 、 ま た こ れ ら の 処 理 情 報 や 処 理 す る た め に 用 い る プ ロ グ ラ ム 等 を 適 宜 記  
憶 す る 記 憶 部 ２ ２ ６ を 有 す る 。 電 子 計 算 機 ２ ２ は 、 画 像 記 憶 部 ４ と 接 続 さ れ て お り 、 画 像  
記 憶 部 ４ に 記 憶 さ れ て い る 情 報 を 処 理 対 象 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
制 御 部 ２ ２ １ は 、 抽 出 画 像 デ ー タ を 作 成 す る 抽 出 部 ２ ２ ２ や 、 防 犯 ゲ ー ト の 周 囲 の 通 過 者  
を 特 定 す る 特 定 部 ２ ２ ３ 、 通 過 者 に 関 す る 行 動 履 歴 デ ー タ を 作 成 す る 履 歴 作 成 部 ２ ２ ４ な  
ど を 含 む 。 な お 、 制 御 部 ２ ２ １ は 、 後 述 す る 実 施 形 態 で 説 明 す る 動 体 検 知 部 ２ ２ ７ を さ ら  
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に 有 す る も の と し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
［ 抽 出 画 像 デ ー タ ］
抽 出 部 ２ ２ ２ は 、 電 子 計 算 機 ２ ２ の 受 信 部 ２ ２ ０ が 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 画 像 記 憶 部  
４ に 録 画 さ れ た 画 像 か ら 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す る 。 図 ３ は 、 抽 出 画 像 デ ー タ に つ い て 、  
よ り 詳 し く 説 明 す る た め の 概 念 図 で あ る 。 画 像 記 憶 部 ４ （ 図 ２ 参 照 ） に は 、 連 続 録 画 デ ー  
タ が 記 憶 さ れ て い る 。 抽 出 部 ２ ２ ２ は 、 こ の 連 続 録 画 デ ー タ か ら 、 警 告 信 号 の 発 信 時 （ ｔ  
０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た 時 点 か ら 、 警 告 信 号 の 発 信 時 か ら 第 二 の 所 定 時  
間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範 囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
こ の よ う に 抽 出 さ れ た 抽 出 画 像 デ ー タ は 、 記 憶 部 ２ ２ ６ に 記 憶 す る こ と が で き る 。 ま た 、  
出 力 部 ２ ２ ５ か ら 出 力 し て 、 モ ニ タ ー ２ ３ で 速 や か に 画 像 を 確 認 す る こ と が で き る 。 こ の  
抽 出 画 像 デ ー タ は 警 告 信 号 を 契 機 に 自 動 で 作 成 さ れ る も の と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
従 来 の 設 備 等 に お い て 、 連 続 画 像 デ ー タ は 、 長 時 間 連 続 し て 撮 像 さ れ て い る 。 使 用 者 が 確  
認 し た い 画 像 を す ぐ に 確 認 し よ う と し て も 、 確 認 す る 画 像 の 再 生 や 、 確 認 し た 画 像 を ど の  
よ う に 保 存 す れ ば よ い か な ど の 操 作 に 習 熟 し て い な か っ た 。 こ の た め 、 専 門 家 に 画 像 の 編  
集 を 依 頼 す る 必 要 が あ っ た り 、 画 像 作 成 に 時 間 が か か っ て し ま い 、 撮 像 し た 画 像 を 十 分 に  
活 用 で き な い 場 合 が あ っ た 。 一 方 、 警 告 信 号 が 送 信 さ れ る 状 況 は 、 商 品 の 盗 難 や 紛 失 が 疑  
わ れ る 状 況 で あ り 、 速 や か に 適 切 な 情 報 を 収 集 し て 対 応 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 警 告 信 号  
が 送 信 さ れ る 状 況 は 既 に 懸 念 事 態 が 生 じ た 後 の た め 、 遡 っ た 情 報 が 必 要 で あ る 。 本 発 明 に  
か か る 抽 出 画 像 デ ー タ は こ の よ う な 問 題 の 解 決 に 適 し た デ ー タ で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） 、 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） は 、 販 売 室 １ １ の 広 さ や 、 取 り 扱 う 商  
品 の 種 別 や 、 カ メ ラ ３ で 撮 像 す る 範 囲 な ど を 考 慮 し て 、 適 宜 設 定 さ れ る 。 第 一 の 所 定 時 間  
（ ｔ １ ） や 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） は 、 そ れ ぞ れ 、 例 え ば 、 ３ ０ 秒 や 、 １ 分 、 ２ 分 、 ５ 分  
な ど と 設 定 す る こ と が で き る 。 ま た は 、 設 定 時 間 を 変 更 し た 抽 出 画 像 デ ー タ を 複 数 作 成 し  
て 抽 出 画 像 デ ー タ 群 と し て 作 成 す る も の と し て も よ い 。 ま た は 、 必 要 に 応 じ て 、 防 犯 管 理  
シ ス テ ム １ ０ ０ の 操 作 者 が そ の 時 間 を 設 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
［ 特 定 部 ２ ２ ３ ］
制 御 部 ２ ２ １ は 、 特 定 部 ２ ２ ３ を 含 む も の と す る こ と が で き る 。 特 定 部 ２ ２ ３ は 、 受 信 部  
２ ２ ０ が 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 警 告 信 号 の 発 信 時 に 防 犯 ゲ ー ト ２ １ の 画 像 か ら 、 顔 認  
証 お よ び ／ ま た は 服 装 認 証 を 用 い て 、 防 犯 ゲ ー ト の 周 囲 の 通 過 者 を 特 定 す る 。 顔 認 証 や 服  
装 認 証 は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ 周 辺 に 撮 像 さ れ た 者 を 対 象 と し て 行 う 。 複 数 の 候 補 者 が い る 場  
合 、 各 候 補 者 を 特 定 す る も の と し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
顔 認 証 は 、 該 当 す る 者 を 特 定 す る た め の 特 徴 と な り う る よ う な 、 目 や 、 鼻 、 口 、 耳 、 髪 型  
、 眉 毛 、 ヒ ゲ な ど の 顔 の 各 部 の 位 置 や 形 状 、 さ ら に メ ガ ネ や マ ス ク 等 の 装 飾 品 な ど の 顔 周  
辺 に つ い て 、 特 徴 量 を 取 得 し て 特 定 す る 。 服 装 認 証 は 、 該 当 す る 者 を 特 定 す る た め の 特 徴  
と な り う る 、 服 の 色 や 形 態 、 装 飾 品 、 持 ち 物 な ど の 画 像 に 映 る 該 当 者 の 全 体 や 一 部 に つ い  
て 、 特 徴 量 を 取 得 し て 特 定 す る 。 特 徴 量 の 取 得 手 段 は 、 画 像 処 理 や 認 証 技 術 と し て 採 用 さ  
れ て い る 各 種 手 法 を 採 用 す る こ と が で き 、 形 状 や 距 離 、 色 な ど を 利 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
［ 履 歴 作 成 部 ２ ２ ４ ］
制 御 部 ２ ２ １ は 、 履 歴 作 成 部 ２ ２ ４ を 含 む も の と す る こ と が で き る 。 特 定 部 ２ ２ ３ で 特 定  
さ れ た 警 告 信 号 送 信 時 の 防 犯 ゲ ー ト ２ １ の 通 過 者 を 検 索 し て 、 そ の 通 過 者 の 連 続 す る 画 像  
で あ る 行 動 履 歴 デ ー タ を 作 成 す る 。 こ の 行 動 履 歴 デ ー タ は 、 抽 出 部 ２ ２ ２ で 抽 出 し た 抽 出  
画 像 デ ー タ の 範 囲 内 で 作 成 す る も の と し て も よ い 。 こ の よ う な 行 動 履 歴 デ ー タ を 作 成 す る  
こ と で 、 連 続 画 像 デ ー タ に お い て 懸 念 行 動 を と っ て い る 者 の 行 動 を 速 や か に 把 握 す る こ と  
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が で き る 。 候 補 者 が 未 精 算 の 商 品 を 保 持 し て い る こ と な ど の 警 告 送 信 前 の 状 況 と 、 防 犯 ゲ  
ー ト 通 過 後 に 移 動 し た 方 向 や そ の 時 の 服 装 、 荷 物 な ど の 特 徴 を 直 ち に 把 握 す る こ と が で き  
る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
図 ４ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 ス テ ッ プ Ｓ １ １ は 、  
カ メ ラ で 録 画 す る ス テ ッ プ で あ る 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ は 警 告 信 号 が 送 信 さ れ た か を 判 定 す る  
ス テ ッ プ で あ る 。 警 告 信 号 が 送 信 さ れ な い 場 合 、 そ の ま ま カ メ ラ で 録 画 す る ス テ ッ プ Ｓ １  
１ を 継 続 す る 。 警 告 信 号 が 送 信 さ れ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ １ に よ り 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す  
る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
図 ４ の フ ロ ー を 行 う に あ た っ て は 、 図 １ ～ ３ に 示 し た よ う な 構 成 を 用 い て 行 う こ と が で き  
る 。 図 ４ の フ ロ ー は 、 識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過 を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト ２ １ と 、 防 犯 ゲ  
ー ト ２ １ の 上 方 に 設 置 さ れ た カ メ ラ ３ と 、 カ メ ラ ３ に よ り 撮 像 さ れ た 画 像 を 記 憶 す る 画 像  
記 憶 部 ４ を 用 い て 行 う こ と が で き る 。 ス テ ッ プ Ｓ １ １ は こ の 画 像 記 憶 部 ４ に 画 像 を 記 憶 す  
る 工 程 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
ス テ ッ プ Ｓ ２ １ は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ を 通 過 し た 商 品 の 処 理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 警 告  
信 号 を 送 信 し て 警 告 す る 工 程 で あ る 。 警 告 信 号 を 送 信 す る 必 要 が な い と き は 、 電 子 計 算 機  
２ ２ に 対 す る 信 号 は 送 信 せ ず 、 そ の ま ま 継 続 し て 画 像 記 憶 部 ４ に 画 像 を 記 憶 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
ス テ ッ プ ３ １ は 、 電 子 計 算 機 ２ ２ の 受 信 部 ２ ２ ０ が 警 告 信 号 を 受 信 し た と き 、 画 像 記 憶 部  
４ に 録 画 さ れ た 画 像 を 、 警 告 信 号 の 発 信 時 （ ｔ ０ ） か ら 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） を 遡 っ た  
時 点 か ら 、 警 告 信 号 の 発 信 時 か ら 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） を 経 過 し た 時 点 ま で の 設 定 範 囲  
に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す る 工 程 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
図 ５ は 、 本 発 明 に 用 い る カ メ ラ と し て 、 全 方 位 カ メ ラ を 用 い た 例 で あ る 。 図 ５ は 、 全 方 位  
カ メ ラ に よ る 像 と そ の 像 に 基 づ く 各 位 置 の 画 像 の 加 工 例 を 示 す 図 で あ る 。 図 ５ 左 側 に 示 す  
よ う に 、 全 方 位 カ メ ラ は 、 防 犯 ゲ ー ト 周 辺 の 画 像 を 表 示 し た 像 で あ る 。 魚 眼 レ ン ズ 等 を 用  
い て 撮 像 す る こ と で 、 防 犯 ゲ ー ト の 周 囲 に つ い て 連 続 す る 像 を 取 得 し て い る 。 図 ５ 右 側 は  
、 全 方 位 カ メ ラ で 撮 像 し た 像 を 専 用 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン ソ フ ト に よ り 防 犯 カ メ ラ の 周 囲 画  
像 と し て 対 象 範 囲 を 切 り 抜 い て 比 率 を 修 正 す る 編 集 を 行 っ た も の で あ る 。 全 方 位 カ メ ラ に  
よ り 撮 像 さ れ た 像 も こ の よ う な 編 集 に よ り 自 然 に 確 認 で き る 像 を え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
一 方 で 、 全 方 位 カ メ ラ で 広 範 な 範 囲 を 撮 像 す る こ と で 、 特 定 部 で 特 定 し た 警 告 対 象 の 通 過  
者 の 行 動 履 歴 を 連 続 し て 特 定 し や す い 。 カ メ ラ が 複 数 台 に 分 か れ て い る 場 合 、 各 画 像 間 の  
関 連 を 特 定 し て 、 通 過 者 の 行 動 履 歴 を 特 定 す る 必 要 が あ る が 、 全 方 位 カ メ ラ で 撮 像 し た 像  
を 基 に し て い る た め 、 移 動 履 歴 を 特 定 し や す く 、 編 集 後 の 画 像 に お い て も ど の 像 に 警 告 対  
象 の 通 過 者 が 映 っ て い て ど の よ う な 行 動 を と っ て い る か 速 や か に 把 握 で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
図 ６ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー の 他 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 こ の フ ロ ー に よ  
り 、 警 告 信 号 が 送 信 さ れ た と き の 通 過 者 を 特 定 し て 、 そ の 行 動 履 歴 デ ー タ を 作 成 す る 。 ス  
テ ッ プ Ｓ １ ２ は 、 カ メ ラ で 録 画 す る ス テ ッ プ で あ る 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ は 警 告 信 号 が 送 信 さ  
れ た か を 判 定 す る ス テ ッ プ で あ る 。 警 告 信 号 が 送 信 さ れ な い 場 合 、 そ の ま ま カ メ ラ で 録 画  
す る ス テ ッ プ Ｓ １ ２ を 継 続 す る 。 警 告 信 号 が 送 信 さ れ る と 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ は 防 犯 ゲ ー ト  
の 通 過 者 を 特 定 す る 。 次 に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ は ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ で 特 定 し た 通 過 者 の 行 動 履  
歴 デ ー タ を 作 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
図 ６ の フ ロ ー を 行 う に あ た っ て も 、 図 ４ の フ ロ ー と 一 部 共 通 す る よ う に 、 図 １ ～ ３ に 示 し  
た よ う な 構 成 を 用 い て 行 う こ と が で き る 。 図 ６ の フ ロ ー は 、 識 別 情 報 を 有 す る 商 品 の 通 過  
を 検 出 す る 防 犯 ゲ ー ト ２ １ と 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ の 上 方 に 設 置 さ れ た カ メ ラ ３ と 、 カ メ ラ ３  
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に よ り 撮 像 さ れ た 画 像 を 記 憶 す る 画 像 記 憶 部 ４ を 用 い て 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 ス テ ッ  
プ Ｓ ３ ２ や 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ は 、 電 子 計 算 機 ２ ２ の 制 御 部 ２ ２ １ で 行 う こ と が で き る 。 ス  
テ ッ プ Ｓ ３ ２ は 特 定 部 ２ ２ ３ に よ り 行 う こ と が で き 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ は 履 歴 作 成 部 ２ ２ ４  
に よ り 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
図 ７ ～ 図 ９ は 、 本 発 明 に 用 い る 全 方 位 カ メ ラ に よ る 像 と そ の 像 に 基 づ く 各 位 置 の 画 像 の 加  
工 例 を 示 す 図 で あ る 。 ま た 、 図 ７ ～ 図 ９ は 、 警 告 前 後 の 像 を 含 む 抽 出 画 像 デ ー タ の 一 部 の  
参 考 図 で あ る 。 図 ７ は 、 警 告 前 の 画 像 で あ る 。 図 ８ は 、 警 告 時 の 画 像 で あ る 。 図 ９ は 、 警  
告 後 の 画 像 で あ る 。 図 ８ に 示 す よ う に 防 犯 ゲ ー ト を 、 撮 像 対 象 と な る 対 象 者 が 通 過 す る と  
警 告 信 号 が 送 信 さ れ る が 、 通 常 だ と こ の 前 の 対 象 者 の 行 動 を 直 ち に 特 定 す る こ と は で き な  
い 。 し か し 、 本 発 明 に よ れ ば 、 警 告 前 の 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） 遡 っ た 警 告 前 の 画 像 デ ー  
タ を 抽 出 す る 。 ま た 、 警 告 後 に 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） ま で の 警 告 後 の 画 像 デ ー タ も 抽 出  
す る 。 そ し て 、 こ れ ら を 含 む 抽 出 画 像 デ ー タ を 選 択 的 に 抽 出 し た も の と す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
図 ７ は 、 こ の 第 一 の 所 定 時 間 （ ｔ １ ） 中 の 画 像 の 一 例 を 抜 粋 し た も の で あ り 、 防 犯 ゲ ー ト  
通 過 前 に 対 象 者 が ど の よ う な 経 路 を 通 り 、 ど の よ う な 行 動 を し て い た か を 把 握 す る こ と が  
で き る 。 図 ７ 左 側 は 、 中 央 が 全 方 位 カ メ ラ 像 で 、 そ の 周 囲 に 周 辺 像 と し て 編 集 し た 像 を 表  
示 し て い る 。 ま た 、 図 ７ 右 側 は 対 象 者 を 特 定 し て 対 象 者 の 周 囲 を 平 面 展 開 ・ パ ノ ラ マ 画 像  
と し て 表 示 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
図 ８ は 、 警 告 時 の 画 像 で あ り 、 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 対 象 者 が 撮 影 さ れ て い る 。 図 ８ 左 側  
は 、 中 央 が 全 方 位 カ メ ラ 像 で 、 そ の 周 囲 に 周 辺 像 と し て 編 集 し た 像 を 表 示 し て い る 。 ま た  
、 図 ８ 右 側 は 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 対 象 者 が 映 っ た 像 を 表 示 し て い る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
図 ９ は 、 こ の 第 二 の 所 定 時 間 （ ｔ ２ ） 中 の 画 像 の 一 例 を 抜 粋 し た も の で あ り 、 防 犯 ゲ ー ト  
通 過 後 に 対 象 者 が ど の よ う な 経 路 を 通 り 、 ど の よ う な 行 動 を し て い た か を 把 握 す る こ と が  
で き る 。 図 ９ 左 側 は 、 中 央 が 全 方 位 カ メ ラ 像 で 、 そ の 周 囲 に 周 辺 像 と し て 編 集 し た 像 を 表  
示 し て い る 。 ま た 、 図 ９ 右 側 は 対 象 者 を 特 定 し て 対 象 者 が 移 動 し た 先 を 把 握 し や す い よ う  
に 、 対 象 者 が 映 っ た 像 を 選 択 し て 表 示 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
［ 動 体 検 知 部 ２ ２ ７ ］
本 発 明 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム は 、 さ ら に 動 体 検 知 部 ２ ２ ７ （ 図 ２ ） を 利 用 す る も の と す る こ  
と が で き る 。 図 １ ０ 、 １ １ を 用 い て 、 動 体 検 知 部 を 利 用 す る 形 態 に つ い て よ り 詳 し く 説 明  
す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
図 １ ０ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 実 施 形 態 に か か る 詳 し い 構 成 説 明 す る た め の  
図 で あ る 。 図 １ ０ は 、 特 に 防 犯 ゲ ー ト 周 辺 や そ の 撮 影 画 像 に 関 す る も の で あ る 。 防 犯 ゲ ー  
ト が 何 ら か の 理 由 で 誤 動 作 等 し た 場 合 、 抽 出 画 像 デ ー タ も 過 剰 に 複 数 回 作 成 さ れ た り 、 過  
去 の 抽 出 画 像 デ ー タ が 削 除 さ れ る 恐 れ が あ る 。 こ の よ う な 防 犯 ゲ ー ト の 過 剰 検 出 等 を 抑 制  
す る た め に 、 動 体 検 知 部 を 含 む 構 成 が 有 効 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
図 １ ０ （ ａ ） は 、 右 側 の 防 犯 ゲ ー ト 付 近 と 、 そ の 防 犯 ゲ ー ト を 撮 影 し て 、 Ｄ Ｖ Ｒ （ D i g i t  
a l  V i d e o  R e c o r d e r ： デ ジ タ ル ビ デ オ レ コ ー ダ ー ） を 介 し て 、 撮 影 画 像 を 電 子 デ ー タ と  
し て 保 存 や 表 示 す る 構 成 で あ る 。 こ の ゲ ー ト 付 近 の 撮 影 画 像 は 、 全 方 位 カ メ ラ か ら 得 て も  
よ い し 、 全 方 位 カ メ ラ と は 別 に 設 け た 防 犯 ゲ ー ト 用 の カ メ ラ に よ り 撮 影 し た も の で も よ い  
。
【 ０ ０ ４ ５ 】
動 体 検 知 部 ２ ２ ７ は 、 こ の 防 犯 ゲ ー ト の 撮 影 画 像 に つ い て 、 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 す る 通 過 者  
を 検 知 す る 。 こ れ は 対 象 画 像 に つ い て 動 体 検 知 を 行 う も の で あ る 。 こ の 動 体 検 知 に あ た っ  
て は 、 図 １ ０ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 撮 影 画 像 の 内 、 防 犯 カ メ ラ を 通 過 す る 場 所 を 検 知 範 囲  
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と し て 限 定 し 、 そ の 他 の 範 囲 を マ ス キ ン グ 範 囲 （ 斜 線 部 ） と す る 例 で あ る 。 こ の よ う に 検  
知 範 囲 を 限 定 す る こ と で 、 効 率 よ く ノ イ ズ を 除 去 し た 適 切 な 検 知 が で き る 。 図 １ ０ （ ｃ ）  
は 、 動 体 検 知 を 併 用 す る 防 犯 ゲ ー ト の 構 成 例 を 説 明 す る た め の 概 念 図 で あ り 、 動 体 検 知 部  
が 動 体 検 知 し た と き 、 警 告 信 号 を 送 信 で き る も の と し て 、 両 方 の 条 件 を 満 足 し た と き 、 警  
告 信 号 を 送 信 す る こ と で 、 警 告 信 号 の 信 頼 性 を 向 上 さ せ る も の で あ る 。 こ の よ う に 、 動 体  
検 知 部 ２ ２ ７ を 設 け る こ と で 、 警 告 信 号 の 受 信 に 加 え 、 動 体 検 知 部 ２ ２ ７ が 、 通 過 者 の 通  
過 を 検 知 し た と き に 、 抽 出 部 ２ ２ ２ が 、 設 定 範 囲 に つ い て の 抽 出 画 像 デ ー タ を 抽 出 す る も  
の と す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
図 １ １ は 、 動 体 検 知 部 ２ ２ ７ も 併 用 す る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー 図 で あ る 。 こ れ は 、 図 ４ に  
示 す フ ロ ー 図 に 加 え て 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ を 追 加 し た も の で あ る 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ は 、 ス テ  
ッ プ Ｓ ２ １ で 警 告 信 号 が 送 信 さ れ た こ と に 加 え て 、 動 体 検 知 部 が 、 通 過 者 の 通 過 を 検 知 し  
た か 否 か を 判 定 す る ス テ ッ プ で あ る 。 こ の ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ で 動 体 （ 通 過 者 ） が 検 知 さ れ て  
い る と き 、 ス テ ッ プ ３ １ で 抽 出 画 像 の デ ー タ を 抽 出 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
［ 連 結 部 材 ３ １ ］
図 １ ２ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 実 施 形 態 に か か る 詳 し い 構 成 を 説 明 す る た め  
の 図 で あ る 。 具 体 的 に は 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ に 連 結 部 材 ３ １ を 介 し て カ メ ラ ３ を 取 り 付 け た  
構 成 を 示 す 図 で あ る 。 カ メ ラ ３ は 、 床 か ら の 高 さ ｈ １ が １ ８ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ｍ ｍ に な る 位  
置 に 配 置 す る こ と が 好 ま し い 。 こ の た め に 、 カ メ ラ ３ は 、 こ の よ う な 高 さ と な る よ う に 調  
整 し た 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ に 取 り 付 け ら れ た 連 結 部 材 ３ １ を 有 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
連 結 部 材 ３ １ は 、 非 金 属 性 の 部 材 で 構 成 さ れ た も の で あ る こ と が 好 ま し い 。 非 金 属 性 の 部  
材 と は 、 金 属 を 用 い な い 部 材 で あ る 。 例 え ば 、 樹 脂 材 や 、 木 材 、 セ ラ ミ ッ ク 材 、 石 こ う 材  
な ど が 挙 げ ら れ る 。 防 犯 ゲ ー ト ２ １ は 、 電 磁 波 等 を 利 用 し た も の で あ り 、 連 結 部 材 ３ １ に  
金 属 を 用 い る と 、 干 渉 し て 防 犯 ゲ ー ト に 影 響 を 与 え る 恐 れ が あ る が 、 非 金 属 性 の 部 材 と す  
る こ と で 電 波 干 渉 な ど を 抑 制 で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
図 １ ３ は 、 カ メ ラ ３ を 全 方 位 カ メ ラ と し 、 床 か ら の 高 さ ｈ １ を ２ ４ ０ ０ ｍ ｍ と な る よ う に  
配 置 し て 、 対 象 者 を 撮 像 し た 画 像 の 加 工 例 で あ る 。 床 か ら の 高 さ ２ ４ ０ ０ ｍ ｍ は 、 一 般 的  
な 建 物 の 天 井 程 度 の 高 さ で あ る 。 こ の よ う な 高 さ か ら 撮 像 す る と 、 俯 瞰 的 な 像 と な っ て し  
ま い 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ 通 過 時 の 撮 影 の 対 象 者 の 顔 が 撮 影 し に く く 、 顔 認 証 を 行 い に く い 可  
能 性 が あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
図 １ ４ は 、 図 １ ２ に 示 す 連 結 部 材 ３ １ を 用 い て カ メ ラ ３ を 、 高 さ ｈ １ が １ ９ ０ ０ ｍ ｍ と な  
る よ う に 調 整 し て 撮 影 し た 像 で あ る 。 こ の よ う に 高 さ ｈ １ が １ ８ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ｍ ｍ と な  
る よ う に 全 方 位 カ メ ラ を 配 置 し て 撮 像 す る と 、 対 象 者 の 顔 を 明 確 に 撮 影 し や す い 。 ま た 、  
顔 認 証 も 行 い や す い 像 が 得 ら れ る 。 な お 、 高 さ ｈ １ を 低 く し す ぎ る と 、 防 犯 ゲ ー ト ２ １ 通  
過 時 に 、 人 の 視 線 の 高 さ 程 度 と な り 、 不 用 意 に 威 圧 感 を 与 え て し ま っ た り 、 警 戒 さ れ て し  
ま う 恐 れ が あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
［ 防 犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ １ ］
図 １ ５ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 他 の 実 施 形 態 を 示 す 図 で あ る 。 図 １ ５ は 、 防  
犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ １ に 係 る 概 要 図 で あ る 。 こ の 防 犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ １ は 、 前 述 の 図 １  
等 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ ０ と 一 部 共 通 す る 構 成 を 有 し 、 こ れ ら の 構 成 を 援 用 す る も  
の で あ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
防 犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ １ は 、 販 売 室 １ ３ １ 、 販 売 室 １ ３ ２ 、 販 売 室 １ ３ ３ 、 監 視 室 １ ４ を  
、 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 、 連 結 し て 管 理 す る シ ス テ ム で あ る 。 販 売 室 １ ３ １ ～ １ ３ ３ に は  
そ れ ぞ れ 防 犯 ゲ ー ト ２ １ １ ～ ２ １ ３ が 設 置 さ れ 、 そ れ ぞ れ に 対 応 す る カ メ ラ ３ １ ～ ３ ３ が  
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設 置 さ れ て い る 。 販 売 室 １ ３ １ ～ １ ３ ３ の い ず れ か に 問 題 が 発 生 し た と き 、 そ の 問 題 を 抽  
出 し て 抽 出 画 像 デ ー タ の 作 成 や 、 警 報 手 段 で 通 知 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
ま た 、 販 売 室 １ ３ １ ～ １ ３ ３ の い ず れ か の 防 犯 ゲ ー ト ２ １ １ ～ ２ １ ３ を 通 過 し た 商 品 の 処  
理 状 態 が 不 正 な 状 態 の と き 、 そ れ に 対 応 す る 警 告 信 号 の 発 信 時 の 防 犯 ゲ ー ト ２ １ １ ～ ２ １  
３ の 画 像 か ら 、 顔 認 証 お よ び ／ ま た は 服 装 認 証 を 用 い て 、 防 犯 ゲ ー ト の 周 囲 の 通 過 者 を 特  
定 す る 。 そ し て 、 そ の 特 定 さ れ た 前 記 通 過 者 を 登 録 す る 登 録 部 に 登 録 す る 。 そ し て 、 通 過  
者 が 、 登 録 部 と 接 続 さ れ た 防 犯 ゲ ー ト を 再 度 通 過 し た と き 、 通 過 者 が 通 過 し た こ と の 警 告  
を 行 う 再 警 告 部 を 有 す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
例 え ば 、 販 売 室 １ ３ １ を 通 過 し た 通 過 者 Ｘ に 、 不 正 な 状 態 が 検 出 さ れ た 場 合 、 こ の 通 過 者  
Ｘ に 関 し て 認 識 を 行 い 登 録 す る 。 そ し て 、 こ の 通 過 者 Ｘ が 、 販 売 室 １ ３ ３ を 別 に 通 過 し た  
と 特 定 さ れ た と き 、 再 警 告 部 に よ り 、 警 告 が 通 知 さ れ る 。 こ こ で は 、 販 売 室 １ ３ ３ を 例 に  
し た が 、 販 売 室 １ ３ １ や 、 販 売 室 １ ３ ２ の 場 合 も 同 様 に そ れ ぞ れ の 再 警 告 が な さ れ る 。 こ  
の 再 警 告 は 、 対 象 の 販 売 室 の 関 係 者 や 、 監 視 室 １ ４ 、 ス マ ー ト フ ォ ン や タ ブ レ ッ ト 端 末 な  
ど の 移 動 型 管 理 用 端 末 （ 図 示 せ ず ） な ど に 通 知 で き る 。 ま た 、 再 警 告 に 伴 い 、 通 過 者 Ｘ を  
検 索 し て 、 通 過 者 Ｘ の 連 続 す る 画 像 で あ る 行 動 履 歴 デ ー タ を 作 成 す る こ と も で き る 。 販 売  
室 １ ３ １ ～ １ ３ ３ や 、 監 視 室 １ ４ は 、 ク ラ ウ ド ２ ６ を 利 用 し て 情 報 処 理 や 情 報 記 録 、 保 管  
、 共 有 な ど を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
図 １ ６ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 シ ス テ ム の 他 の 実 施 形 態 に か か る 詳 し い 構 成 を 説 明 す る  
た め の 図 で あ る 。 こ の 構 成 は 、 再 警 告 な ど を 行 う 防 犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ １ に 用 い る こ と が  
で き る 、 電 子 計 算 機 ２ ５ に 関 す る ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 電 子 計 算 機 ２ ５ は 、 図 ２ の 電 子 計 算  
機 ２ ２ と 一 部 共 通 す る 構 成 を 有 し 、 こ れ ら の 構 成 を 援 用 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
電 子 計 算 機 ２ ５ は 、 電 子 計 算 機 ２ ２ （ 図 ２ ） の 制 御 部 ２ ５ に 加 え て 、 さ ら に 登 録 部 ２ ５ ２  
、 再 警 告 部 ２ ５ ３ を 有 す る 制 御 部 ２ ５ １ を 有 す る 。 こ の 登 録 部 ２ ５ ２ は 、 特 定 部 ２ ２ ３ で  
特 定 さ れ た 通 過 者 を 登 録 す る 。 再 警 告 部 ２ ５ ３ は 、 通 過 者 が 、 登 録 部 ２ ５ ２ と 接 続 さ れ た  
防 犯 ゲ ー ト を 再 度 通 過 し た と き 、 通 過 者 が 通 過 し た こ と の 警 告 を 行 う 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
図 １ ７ は 、 本 発 明 に 係 る 防 犯 管 理 方 法 の フ ロ ー の 他 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 こ の フ ロ ー は  
、 防 犯 管 理 シ ス テ ム １ ０ １ や 、 電 子 計 算 機 ２ ５ に よ り 行 う こ と が で き る 。 防 犯 管 理 シ ス テ  
ム の カ メ ラ は 連 続 し て 録 画 を 行 っ て い る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 。 防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た 通 過  
者 に 不 正 が 認 め ら れ る か 否 か に つ い て 、 警 告 信 号 が 送 信 さ れ た か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ  
２ ３ ） 。 警 告 信 号 が 送 信 さ れ た 場 合 、 そ の と き の 通 過 者 を 特 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ３ ） 。  
こ の 通 過 者 は 、 対 象 者 と し て 登 録 さ れ る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ） 。 こ の 対 象 者 が 、 い ず れ か の  
防 犯 ゲ ー ト を 通 過 し た か 否 か に つ い て 、 対 象 者 が 通 過 し た か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ３  
） 。 対 象 者 が 通 過 し た 場 合 、 対 象 者 の 通 過 を 再 度 警 告 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ３ ） 。 こ れ に よ  
り 、 不 正 の 恐 れ が あ り 、 警 戒 し た ほ う が よ い 対 象 に つ い て の 情 報 を 適 切 に 把 握 し て 共 有 す  
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
こ の よ う に 本 発 明 の 防 犯 管 理 シ ス テ ム や 防 犯 管 理 方 法 に よ れ ば 、 広 く 普 及 し 高 度 化 さ れ る  
こ と で 取 り 扱 い が 難 し い 場 合 が あ る 防 犯 カ メ ラ 等 に つ い て 、 不 審 者 に よ る 盗 難 な ど が 生 じ  
た と き に 、 そ の 行 為 の 前 後 情 報 に 関 す る 動 画 を 速 や か に 抽 出 す る こ と な ど が で き る 。 こ の  
よ う な 構 成 に よ り 、 本 シ ス テ ム や 方 法 の 利 用 者 は 、 シ ス テ ム に 熟 練 す る 必 要 性 が 低 く 導 入  
し や す い 設 備 と な り 、 一 方 で ト ラ ブ ル が 発 生 し た と き も 利 用 者 に よ る 検 証 や 、 警 察 や 管 理  
会 社 な ど の 捜 査 機 関 等 へ の 証 拠 資 料 や 参 考 資 料 を 速 や か に 提 供 ・ 共 有 す る こ と が で き る 。  
こ れ に よ り 、 事 件 等 が 発 生 し て も 早 期 解 決 に 寄 与 す る こ と が で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ５ ９ 】
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本 発 明 は 、 各 種 商 品 を 取 り 扱 う 店 舗 な ど の 防 犯 に 利 用 す る こ と が で き 、 産 業 上 有 用 で あ る  
。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ０ 】
１ １ 、 １ ３ １ 、 １ ３ ２ 、 １ ３ ３   販 売 室
１ ２ 、 １ ４   監 視 室
１ ０ ０ 、 １ ０ １   防 犯 管 理 シ ス テ ム
２ １   防 犯 ゲ ー ト
２ １ １   警 告 送 信 部
２ ２ 、 ２ ５   電 子 計 算 機
２ ２ ０   受 信 部
２ ２ １ 、 ２ ５ １   制 御 部
２ ２ ２   抽 出 部
２ ２ ３   特 定 部
２ ２ ４   履 歴 作 成 部
２ ２ ５   出 力 部
２ ２ ６   記 憶 部
２ ２ ７   動 体 検 知 部
２ ３ 、 ４ １   モ ニ タ ー
２ ４   警 報 手 段
２ ５ ２   登 録 部
２ ５ ３   再 警 告 部
２ ６   ク ラ ウ ド
３ 、 ６   カ メ ラ
３ １   連 結 部 材
４   画 像 記 憶 部
５   レ ジ ス タ ー
７   商 品 棚
Ｘ   通 過 者
【 図 面 】
【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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